                                                                 令和8年6月2日

６月３日（水）の受入業務について（台風６号関連）

（公財）大阪府都市整備推進センター　
阪南事業所長 

○ ６月３日AM 7：00時点で気象庁から岸和田市域に特別警報・警報（暴風・高潮）の何れかが発令されている場合は、AM 9：00からの受入業務を中止します。
○ AM 7：00以降に警報等が解除された場合は、受入現場の安全確認等を行い、受入れ体制が整い次第再開予定です。
○ 警報等が発令されていない場合は、通常どおり受入予定ですが、現場状況により受入開始時間が遅れる場合があります。

※  受入業務の状況は、当センターのホームページに掲載 しますので
ご確認ください。
　　
